
 
 
 
 
 
 

「マイナポイント第２弾」事業に係る広報の実施について 
 
 
  国が実施する「マイナポイント第２弾」事業を広く周知することにより、
県民のマイナンバーカード取得促進を図るため、７月から８月の期間におい
て、次のとおり集中的に広報を実施する。 

 
１ 実施内容 
  マイナポイント事業の概要や、マイナンバーカードの申請受付を行う市町
の窓口を紹介する。（以下２～４の取組は初実施） 

 

 媒体 実施時期 備考 

１ 新聞広告 7月中  

２ 地域情報誌での広告 

（別紙１） 

7月～8月 能登、石川中央、南加賀の

各地域で実施 

３ バス車内広告、額面広告 

（別紙２） 

7/3～8/31 能登方面で実施 

４ ＷＥＢバナー広告 7/15～8/14 県ホームページへ誘導 

 

 

２ 参考 

・マイナポイント第２弾 

   マイナンバーカードを使って申込みをすると、選んだキャッシュレス決済サー

ビスで使えるポイントをもらえるしくみ。 

   令和４年９月末までにマイナンバーカードを申請した方がマイナポイントの

付与対象。 

  

・人口に対するマイナンバーカード交付枚数率（R4.6.1現在） 

   石川県 ４５．２％（全国 12位）、全国平均４４．７％ 

 

 

  

令和 4年 6月 30日（木） 

石川県総務部市町支援課 

担当：中川 

直通 076-225-1283 
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※掲出イメージ（実際のバスとは異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 


